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Square of Townspeople

　
消
防
団
員
の
士
気
の
高
揚
と
強
化
を
図

る
「
令
和
３
年
上
牧
町
消
防
出
初
式
」
が

１
月
９
日
、
上
牧
第
二
中
学
校
体
育
館
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
式
典
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

予
防
の
観
点
か
ら
、
規
模
を
縮
小
し
て
の

実
施
と
な
り
、
町
内
４
つ
の
分
団
と
１
つ

の
分
隊
か
ら
団
員
51
名
が
法
被
に
身
を
包

み
、
堂
々
と
し
た
頼
も
し
い
姿
が
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

 《
奈
良
県
知
事
表
彰
》

　
竹
田
太
郎
・竹
島
成
昭

《
奈
良
県
消
防
協
会
長
表
彰
》

　
荒
瀬
勝
啓
・
小
西
初
幸

《
北
葛
城
郡
町
村
会
長
表
彰
》

　
寒
川
美
奈
子

《
北
葛
城
支
部
長
表
彰
》

　
南
浦
正
明
・
田
中
久
恵

《
北
葛
城
支
部
長
永
年
勤
続
表
彰
》

　
立
野
一
之
・
田
中
達
也
・
永
井
金
作

《
西
和
警
察
署
長
感
謝
状
》

　
髙
垣
充
伸

《
西
和
消
防
署
長
感
謝
状
》

抱っこが待ち遠しいですね♪

自身の体験を語る職員

竹島団長の訓示を聞く　消防団員

上
牧
町
消
防
出
初
式

フェイスシールドを今中町長に手渡す
布崎支社長 (左）

T
O
P
IX

「
地
域
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
を
」

　
　― 

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社 

―

　「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
飛
沫
感
染
予
防

に
役
立
て
て
ほ
し
い
」と
、第
一
生
命
保
険

株
式
会
社
奈
良
支
社
か
ら
、携
帯
用
フ
ェ

イ
ス
シ
ー
ル
ド
を
３
０
０
０
枚
を
寄
贈
し

て
い
た
だ
き
、１
月
７
日
、寄
贈
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
同
社
奈
良
支
社
長
の
布
崎
さ
ん
は
、「
地

域
課
題
解
決
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て

今
回
寄
贈
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。一

過
性
の
も
の
で
は
な
く
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
が
終
息
し
て
も
引
き
続
き
地
域
の

た
め
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
」と
話
さ

れ
、今
中
町
長
は
「
子
ど
も
た
ち
を
中
心

に
安
全
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
利
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。感
謝
し
ま
す
」と
お
礼

を
述
べ
ま
し
た
。

T
O
P
IX

産
前
に
聞
い
て
ほ
し
い「
産
後
」の
お
話

　プ
レ
パ
パ
マ
マ
教
室
を
開
催

　
出
産
を
控
え
た
プ
レ
パ
パ
マ
マ
を
対
象

と
し
た
教
室
が
12
月
24
日
、２
０
０
０
年

会
館
で
開
催
さ
れ
、４
組
が
参
加
。子
育
て

世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
職
員
か
ら
赤

ち
ゃ
ん
の
こ
と
や
マ
マ
の
心
身
の
変
化
、

産
後
の
生
活
な
ど
に
関
す
る
説
明
を
受
け

た
後
、赤
ち
ゃ
ん
の
人
形
を
使
っ
て
オ
ム

ツ
替
え
や
抱
っ
こ
な
ど
を
体
験
を
さ
れ
ま

し
た
。

　
参
加
さ
れ
た
人
は
、「
知
ら
な
い
こ
と

ば
か
り
だ
っ
た
の
で
勉
強
に
な
っ
た
」、

「
実
際
の
１
日
の
赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
生

活
の
話
や
、
産
後
す
ぐ
の
体
調
な
ど
の
話

が
聞
け
た
の
で
、
心
の
準
備
が
で
き
そ
う

で
す
」、「
育
児
体
験
を
し
て
よ
り
イ
メ
ー

ジ
が
で
き
た
」
な
ど
、
感
想
を
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　
土
谷
茂

《
上
牧
町
長
表
彰
》

　
山
口
典
子
・
角
川
浩
章
・
河
村
歩
・

　
黒
松
健
史

《
上
牧
町
消
防
団
長
表
彰
》

　
林
勝
代
・杉
浦
正
吾

《
上
牧
町
長
感
謝
状(

勤
続
15
年
以
上
の
元

消
防
団
員)

》

　
浅
川
竹
夫
・
瀬
川
定
浩
・
松
並
靖
仁
・

　
岡
本
数
博
・
川
上
裕
成
・
横
須
俊
輔
・

　
瀬
川
安
男
・
古
谷
真
孝

　(
分
団
名
・分
隊
名
お
よ
び
敬
称
略)

優
良
消
防
団
員
表
彰
及
び
感
謝
状
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町
の
た
め
に
全
身
全
霊
で

　― 
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
受
賞 

―

　
平
成
９
年
か
ら
23
年
余
に
わ
た
り
上
牧

町
社
会
福
祉
協
議
会
の
理
事
と
し
て
の
功

績
が
認
め
ら
れ
、厚
生
労
働
大
臣
表
彰
を

受
賞
さ
れ
た
梶
野
洋
子
さ
ん
が
、１
月
８
日
、

今
中
町
長
へ
受
賞
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
受
賞
に
あ
た
り
、梶
野
さ
ん
は
「
感
無

量
で
す
。み
な
さ
ん
の
ご
協
力
の
お
か
げ

で
受
賞
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
何
も
で
き
な

い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
が
、み
な
さ
ん

が
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
く
活
動
で
き
る
よ
う

こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
」と
喜
び
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
中
町
長
は「
お
体
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、

町
の
福
祉
向
上
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」と
述
べ
ま
し
た
。

受賞報告される梶野洋子さん(左)
　と今中町長

T
O
P
IX

い
つ
く
る
か
わ
か
ら
な
い

　い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　― 

上
牧
中
学
校

　防
災
訓
練 

― 

　
町
内
に
あ
る
こ
ど
も
向
け
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
＆
造
形
絵
画
教
室(

カ
ラ
ー
ズ
ア

カ
デ
ミ
ー)

に
通
う
久
保
田
景
友
く
ん

(

４
年
生)

と
野
上
航
弥
く
ん(

６
年
生)

が
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

２
０
２
０
で
そ
れ
ぞ
れ
入
賞
し
、
12
月
20

日
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
授
賞
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
英
語
部
門
入
賞
の
久
保
田
く
ん
は
「
英
語

の
勉
強
を
始
め
た
ば
か
り
の
人
や
小
文
字

と
大
文
字
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
人
を
手

助
け
し
た
い
」
と
、
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
部
門

入
賞
の
野
上
く
ん
は
「
こ
の
ゲ
ー
ム
を
プ

レ
イ
し
た
人
に
海
を
守
る
気
持
ち
を
持
っ

て
も
ら
い
た
い
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

次
代
を
担
う
こ
ど
も
た
ち

ま
だ
ま
だ
夢
が
ひ
ろ
が
り
ま
す 

‼

　
平
成
７
年
１
月
17
日
に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
。こ
の
日
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
！

今
後
、起
こ
り
う
る
で
あ
ろ
う
災
害
に
対
し
、ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
学
ぶ
取
り
組

み
と
し
て
、１
月
15
日
、上
牧
中
学
校
で
防
災
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
避
難
が
始
ま
る
と
生
徒
た
ち
は
速
や
か
に
体
育
館
へ
移
動
し
、先
生
の
体
験
談
に
真
剣
に

耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、給
食
の
時
間
と
な
り
、給
食
委
員
か
ら
次
々
と
カ
レ
ー
や
豚
汁
を
受
け
取
っ
て

い
く
炊
き
出
し
ス
タ
イ
ル
で
配
膳
が
行
わ
れ
、生
徒
た
ち
は
「
い
つ
も
食
べ
る
カ
レ
ー
み
た

い
で
美
味
し
か
っ
た
！
」、「
す
ぐ
に
完
食
し
ま
し
た
！
」な
ど
、好
評
で
し
た
。

「次はプラット
フォーム・ゲーム
を作りたい」と
話す、久保田くん

「SDGs の目標を
達成し、世界で
役立つものを作
りたい」と話す、
野上くん

救給カレーは
ご飯が入っていて
そのまま食べることが
できます

震災の体験談を話す先生

炊き出しの豚汁　心も体もぽかぽか救給カレー、美味しいよ！

教室から体育館に移動する生徒たち
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告　示　日      ２月２３日 (火・祝 )
期日前投票　　２月２４日 (水 )  ～　２月２７日 (土 ) まで
　　　　　　　午前８時３０分　～　午後８時００分まで
　　　　　　　上牧町役場１階ロビー
　２月２８日 (日 ) の投票日に仕事や用事などで投票所へ行けないと見込まれる人は、
　期日前投票をすることができます。

上牧町長選挙
2 28  日
7：00～ 20：00

身近で大切な選挙です。
私たち一人ひとりが政治や選挙に関心を
持ち、よく考えて投票に行きましょう。

投票日

　投票できるかた
年齢要件　平成 15年３月１日以前に出生されたかた
住所要件　令和２年 11月 22 日以前に転入の届出をし、引き続き上牧町の住民基本台帳
　　　　　に登録されているかた

 各投票区の投票所
　　第１投票区 (南上牧・松里園・プレステアーバン )　　　　南上牧公民館
　　第２投票区 (北上牧 )　　　　　　　　　　　　　　　　　上牧町立文化館
　　第３投票区 (下牧１丁目～５丁目・友が丘・緑ヶ丘 )　　　友が丘公民館
　　第４投票区 (服部台・滝川台・ゆりが丘・ささゆり台）　　2000 年会館 2階多目的室
　　第５投票区 (新町・三軒屋・葛城台・五軒屋・米山台）　　上牧町役場 1階ロビー
　　第６投票区 (金富・梅ヶ丘 )　　　　　　　　　　　　　　金富公民館
　　第７投票区 (桜ヶ丘１丁目～３丁目）　　　　　　　　　　桜ヶ丘老人憩の家
　　第８投票区 (片岡台１丁目～３丁目）　　　　　　　　　　上牧第二小学校東館

問合先　上牧町選挙管理委員会 (総務課内 )　☎役場内線２０７番

  投 票 所 入 場 券
　選挙管理委員会から送られてくる投票所入場券には、投票日や投票時間、投票所の場所
などが書かれています。投票日まで大切に保管してください。万が一紛失された場合でも、
投票所入場券がないと投票できないということはありません。投票の時に紛失したことを
投票所の係員に申し出てください。
　また、何らかの事情でお手元に投票所入場券が届かなかったときは、選挙管理委員会に
お問合せください。
◎重度の身体障害者などで郵便による不在者投票 ( 在宅投票 ) をされるかたは「郵便投票
証明書」を提示のうえ、投票日の４日前の２月 24日 ( 水 ) までに選挙管理委員会へ請求し
てください。

町
民
ひ
ろ
ば
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合
で
も
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

会
計
課
　
☎
役
場
内
線
１
２
０
番

　
令
和
３
年
度
の
上
牧
町
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
を
行
い
ま
す
。

２
月
１
日(

月)

か
ら
26
日(

金)

ま

　
で
の
午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
と
午
後

　
１
時
か
ら
５
時
ま
で(

土
日
祝
日
を
除
く)

　
総
務
課
・
安
全
安
心
係
ま
で
持
参
も
し

　
く
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　（
郵
送
は
２
月
26
日(

金)

必
着
）

◎
有
効
期
限
　
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら

　
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で

◎
受
付
業
種
　
建
設
工
事
、
測
量
・
コ
ン

　
サ
ル
タ
ン
ト
、
物
品
・
役
務
提
供

※
令
和
２・
３
年
度
の
入
札
参
加
資
格
審

　
査
申
請
時
に
申
請
を
さ
れ
た
か
た
は
再

　
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
様
式
・
要
領
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

 

〒
６
３
９
ー
０
２
９
３

　
北
葛
城
郡
上
牧
町
大
字
上
牧
３
３
５
０

　
上
牧
町
役
場
　
総
務
課
　
安
全
安
心
係

　
☎
役
場
内
線
２
２
５
番
・
２
２
６
番

　http://www.town.kanm
aki. nara.jp/

★
納
付
が
困
難
な
か
た
に
つ
い
て
★

　
病
気
、
怪
我
な
ど
で
納
付
に
行
く
こ
と

が
難
し
い
、
高
齢
で
外
に
行
く
こ
と
に
不
安

が
あ
る
か
た
な
ど
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
精
査
の
う
え
、個
別
徴
収(

訪
問
徴
収
）

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

★
納
付
相
談
に
つ
い
て(

時
間
外)

★

　
開
庁
時
間
内(

午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分)

に
納
付
相
談
に
来
ら
れ
な

い
か
た
に
対
応
す
る
た
め
、
毎
週
水
曜
日

（
祝
日
は
除
く)

の
午
後
５
時
15
分
か
ら

８
時
ま
で
納
付
相
談
を
行
い
ま
す
。
ご
希

望
の
か
た
は
必
ず
、
事
前
に
徴
収
課
ま
で

電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

徴
収
課
　
☎
役
場
内
線
１
２
５
番

　
４
月
１
日
か
ら
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
で
の

公
金
窓
口
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
窓
口
で
、
上
牧
町
公
金

に
か
か
る
納
付
の
取
り
扱
い
は
、
令
和
３

年
３
月
31
日
を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
振
替
で
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

を
利
用
さ
れ
て
い
る
か
た
に
つ
き
ま
し
て

は
、
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
令
和
３
年
４
月
以
降
は
、
お
手
持
ち
の

納
入
通
知
書
に
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
が
指
定

の
納
付
場
所
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
場

　
第
１
回
上
牧
町
議
会
定
例
会
は
、
３
月

５
日(

金)

の
午
前
10
時
か
ら
開
催
さ
れ

る
予
定
で
す
。
日
程
に
つ
い
て
は
、
３
月

３
日(

水)

午
前
10
時
開
催
予
定
の
議
会

運
営
委
員
会
で
決
ま
り
ま
す
。

議
会
事
務
局  

☎
役
場
内
線
３
０
４
番

　
２
月
は
、
固
定
資
産
税(

第
４
期)

と

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
及
び
介

護
保
険
料(

第
８
期)

の
納
付
月
で
す
。

　
納
期
限
は
３
月
１
日(

月)

で
す
。

★
町
税
な
ど
の
納
付
に
つ
い
て
★

　
町
税
や
保
険
料
な
ど
の
納
付
は
、
み
な

さ
ん
自
身
が
自
主
的
に
納
期
限
ま
で
に
納

付
す
る
「
自
主
納
付
」
が
基
本
で
す
。
納

付
に
は
、
納
付
書
に
よ
り
納
付
場
所(

納

付
書
に
記
載)

で
納
め
る
方
法
と
、
口
座

振
替
に
よ
る
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　
納
め
忘
れ
た
町
税
や
保
険
料
な
ど
に
は
、

納
期
限
を
過
ぎ
る
と
督
促
手
数
料
や
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
納
め
忘
れ
の
な
い

口
座
振
替
を
お
薦
め
し
ま
す
。

　
ま
た
、
仕
事
の
都
合
や
家
庭
の
事
情
な
ど

で
納
期
限
ま
で
に
納
付
で
き
な
い
場
合
は
、

早
め
に
相
談
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

★
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！
★

申
込
書
、通
帳
、届
出
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、

　
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
込
書
は
徴
収
課
、
片
岡
台
出
張
所
、

　
町
内
の
金
融
機
関
に
あ
り
ま
す
。

※
手
続
き
完
了
ま
で
３
週
間
以
上
必
要
な

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
振
替
日
　
各
納
期
限
月
の
月
末(

末
日
が

　
休
日
・
祝
祭
日
の
場
合
は
、翌
月
営
業
日)

★
納
付
は
便
利
な
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
！
★

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
利
用
し
て
、

各
種
町
税
な
ど
の
納
付
が
い
つ
で
も
ど
こ

で
も
手
軽
に
で
き
ま
す
。詳
細
に
つ
い
て
は
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

★
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
★

　
督
促
状
を
発
送
す
る
と
、本
税
と
は
別
に
、

１
期
に
つ
き
１
０
０
円
の
督
促
手
数
料
を

加
算
し
ま
す
。
督
促
を
受
け
る
と
余
分
な

手
数
料
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
必
ず
納
付

期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●アイコンの見方
とき　　ところ　　費用　　対象者　　内容　　持ち物　　申込・問合先　　申込方法　　定員・募集人数　　講師　　受付

上
牧
町
議
会
　
第
１
回
定
例
会

３
月
５
日
開
催
予
定

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
に
お
け
る
公
金

窓
口
納
付
終
了
の
お
知
ら
せ

令
和
３
年
度

上
牧
町
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
の
受
付
開
始

町
税
や
保
険
料
な
ど
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
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町
民
ひ
ろ
ば

T
O
P
IX

元
気
講
座

元
気
ガ
イ
ド

図
書
館
通
信

各
種
相
談
の
ご
案
内

消
費
生
活
相
談
室

特
集

　
県
内
で
は
、
１
月
１
日
か
ら
２
月
28
日

ま
で
「
は
た
ち
の
献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
実
施
中
で
す
。
献
血
者
が
減
少
し
が
ち

な
冬
場
に
お
い
て
新
た
に
成
人
式
を
迎
え

る
「
は
た
ち
」
の
若
者
を
中
心
と
し
て
幅

広
い
年
齢
の
か
た
へ
献
血
へ
の
理
解
と
協

力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
上
牧
町
役
場
で
も
献
血
を
実
施
し
ま
す

の
で
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。
献
血
に
ご

協
力
い
た
だ
い
た
か
た
に
Ｂ
Ｏ
Ｘ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
２
箱
プ
レ
ゼ
ン
ト
！ 

２
月
24
日(

水)

午
前
10
時
か
ら
正
午

　
ま
で

上
牧
町
役
場
　
正
面
玄
関
前

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

　
の
た
め
、
徹
底
し
た
対
策
を
行
っ
て
い

　
ま
す
。
外
出
自
粛
な
ど
に
よ
り
、
必

　
要
な
血
液
の
確
保
が
出
来
て
い
ま
せ
ん
。

　
い
つ
で
も
患
者
さ
ん
に
血
液
を
お
届
け

　
で
き
る
よ
う
、
み
な
さ
ん
、
定
期
的
な

　
献
血
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

T
O
P
IX

献
血
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

　「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
令
和
３
年
３
月
か
ら
障
害
年
金
を

受
給
し
て
い
る
か
た
の「
児
童
扶
養
手
当
」

の
算
出
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

　
現
在
、
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
か
た
は
、
障
害
年
金
額
が

児
童
扶
養
手
当
額
を
上
回
る
場
合
に
児
童

扶
養
手
当
が
受
給
で
き
ず
、
就
労
が
難
し
い

か
た
は
厳
し
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、「
児
童
扶
養
手
当
法
」
の
一

部
を
改
正
し
、
令
和
３
年
３
月
か
ら
、
児

童
扶
養
手
当
の
額
と
障
害
年
金
の
子
の
加

算
部
分
の
額
と
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当

と
し
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
見

直
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
な

ど(

遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど)

を
受
給
し
て
い
る
か
た

は
、
改
正
後
も
今
ま
で
ど
お
り
、
公
的
年

金
等
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
低
い

場
合
の
み
、
そ
の
差
額
分
の
児
童
扶
養
手

当
が
受
給
で
き
ま
す
。

★
手
当
を
受
給
す
る
た
め
の
手
続
き

・
既
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者
と
し

　
て
の
認
定
を
受
け
て
い
る
か
た
は
、
申

　
請
は
不
要
で
す
。

・
そ
れ
以
外
の
か
た
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
令
和
３
年
３
月
以
前
で
あ
っ
て
も
、
事

　
前
に
申
請
は
可
能
で
す
。

★
支
給
開
始
月

　
通
常
、
手
当
は
申
請
の
翌
月
分
か
ら
支

　
給
開
始
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
障

　
害
年
金
を
受
給
し
て
い
た
た
め
児
童
扶

　
養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
か
た
の

　
う
ち
、
令
和
３
年
３
月
１
日
に
支
給
要

　
件
を
満
た
し
て
い
る
か
た
は
、
令
和
３

　
年
３
月
31
日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
令

　
和
３
年
３
月
分
の
手
当
か
ら
受
給
で
き

　
ま
す
。
令
和
３
年
３
月
分
と
４
月
分
の

　
手
当
は
令
和
３
年
５
月
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

 

こ
ど
も
支
援
課
　
☎
43
ー
５
０
３
４

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

ひ
と
り
親
家
庭
の
か
た
が

「
児
童
扶
養
手
当
」
を
受
給
で
き
る

よ
う
見
直
さ
れ
ま
す
！

★
特
別
障
害
者
手
当
★

　
20
歳
以
上
で
あ
り
、
在
宅
で
著
し
く
重

度
の
障
が
い
状
態
に
あ
る
た
め
日
常
生
活

で
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
か
た

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
障
が
い
者
支
援
施
設
や
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
所
し
て
い
る

場
合
や
病
院
に
３
か
月
以
上
入
院
す
る
に

至
っ
た
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

・
支
給
額(

月
額)

　
２
７
，
３
５
０
円

　（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

★
障
害
児
福
祉
手
当
★

　
20
歳
未
満
で
あ
り
、
重
度
の
障
が
い
状

態
で
あ
る
た
め
日
常
生
活
で
常
時
特
別
の

介
護
を
必
要
と
す
る
か
た
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
児
童
が
障
が
い
を
支
給
理
由

と
す
る
公
的
な
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
や
、
障
が
い
児
入
所
施
設
な
ど
に
入
所

し
て
い
る
場
合
は
、
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

・
支
給
額(

月
額)

　
１
４
，
８
８
０
円

　（
令
和
２
年
４
月
１
日
現
在
）

※
い
ず
れ
も
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
方
法
な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
福

　
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

福
祉
課
　
☎
43
ー
５
０
３
１

　
　
　
　
　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
76
ー
１
１
９
６

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児

福
祉
手
当
を
ご
存
知
で
す
か
？
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病
院
又
は
療
養
所
に
措
置
入
院
さ
れ
て

　い
る
町
民
税
非
課
税
の
か
た
が
い
る
世
帯

 

・
原
子
爆
弾
被
爆
者
で
町
民
税
非
課
税

　の
か
た
が
い
る
世
帯

 

・
刑
事
施
設
な
ど
に
拘
禁
・
収
容
さ
れ

　て
い
る
か
た
が
い
る
世
帯

 

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

　響
に
よ
り
令
和
元
年
中
の
収
入
よ
り
大

　幅
に
収
入
減
少
し
た
世
帯

※
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
ま
で
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課  

☎
役
場
内
線
１
２
２
番

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行

に
と
も
な
い
、
次
の
要
件
を
満
た
す
か
た

は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
が
減
免
と
な

り
ま
す
。

【
保
険
料
の
減
免
の
対
象
と
な
る
か
た
】

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

　
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
又
は
重
篤

　
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
の
か
た

　
：
保
険
料
を
全
額
免
除

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

　
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入

　
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
の
か
た
で
、

　
次
の
(1)
か
ら
(3)
の
全
て
に
該
当
す
る
か
た

●
国
民
健
康
保
険
で
病
院
の
窓
口
で
支
払

う
一
部
負
担
金
の
徴
収
猶
予
や
減
免
を
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

・
災
害
な
ど
に
よ
り
資
産
に
重
大
な
損

　害
を
受
け
た
と
き

 

・
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
・
失
業
な
ど

　
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

●
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

・
災
害
な
ど
に
よ
り
資
産
に
重
大
な
損

　害
を
受
け
た
と
き

 

・
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
・
失
業
な
ど

　
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

 

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る

　か
た
が
65
歳
以
上
の
み
の
世
帯
で
世
帯

　全
員
町
民
税
非
課
税
の
世
帯

 

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
奈
良
県

　
発
行
の
療
育
手
帳
Ａ(

Ａ
１
又
は
Ａ
２
）、

　
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

　
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
で
世
帯
全
員
町

　
民
税
非
課
税
の
世
帯

 

・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
を

　お
持
ち
で
世
帯
全
員
町
民
税
非
課
税
の

　世
帯

 

・
児
童
養
護
施
設
又
は
乳
児
院
に
入
所

　措
置
さ
れ
て
い
る
児
童
の
い
る
世
帯

 

・
精
神
障
害
者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
、

●アイコンの見方
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減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
に
と
も
な
う
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

　
：
保
険
料
の
一
部
を
減
額

【
収
入
減
少
に
よ
り
保
険
料
が
一
部
減
額

　
さ
れ
る
具
体
的
な
要
件
】

　
世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持
者
に
つ
い
て
、

⑴
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
、
収
入
の

　
種
類
ご
と
に
見
た
令
和
２
年
中
の
収
入

　
の
い
ず
れ
か
が
、
令
和
元
年
に
比
べ
て

　
10
分
の
３
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と

⑵
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額
が
、　
　

　
１
０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

⑶
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類
の
所
得

　
以
外
の
令
和
元
年
の
所
得
の
合
計
額
が

　
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

　
保
険
料
の
減
免
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
対
象
と
な
る
か
た
は
保
険
年
金
課
ま
で

　
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課  

☎
役
場
内
線
１
２
７
番

　
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
又
は
発

熱
な
ど
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
療
養
の
た
め
に
労
務

が
で
き
な
い
期
間(
一
定
の
条
件
を
満
た

し
た
場
合
に
限
る)
に
対
し
て
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
ま
す
。

給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
後

　
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
う
ち
、
新

　
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
又

　
は
感
染
が
疑
わ
れ
、
療
養
の
た
め
労
務

　
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
給

　
与
な
ど
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
な
い
か
た

◎
支
給
対
象
日
数
　
対
象
者
の
労
務
に
服

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら

　
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労

　
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の

　
う
ち
、
就
労
を
予
定
し
て
い
た
日
数

◎
支
給
金
額
　
１
日
当
た
り
の
支
給
額

　（
直
近
の
継
続
し
た
３
か
月
間
の
給
与

　
収
入
の
合
計
額
÷
就
労
日
数
×
２
／
３)

　
×
支
給
対
象
日
数

※
た
だ
し
、１
日
当
た
り
の
支
給
額
に
つ
い
て
、

　
標
準
報
酬
月
額
等
級
の
最
高
等
級
の
標

　
準
報
酬
月
額
の
１
／
30
に
相
当
す
る
金
額

　
の
２
／
３
を
超
え
る
場
合
は
そ
の
額
ま
で
。

　
な
お
、
給
与
な
ど
の
一
部
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
か
た
で
、
そ
の
額
が
傷
病

　
手
当
金
よ
り
少
な
い
と
き
は
そ
の
差
額

　
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◎
適
用
期
間
　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら

　
令
和
３
年
３
月
31
日
の
間
で
療
養
の
た
め

　
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

◎
申
請
先
　
保
険
年
金
課

保
険
年
金
課  

☎
役
場
内
線
１
２
７
番

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

流
行
に
と
も
な
う
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て
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日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
茶
道
。
茶

室
の
作
法
や
抹
茶
の
い
た
だ
き
方(

表
千

家)

を
楽
し
く
学
び
ま
せ
ん
か
。

２
月
21
日(

日)

　
第
１
回
　
午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

　
第
２
回
　
午
後
２
時
30
分
か
ら
３
時
30

　
分
ま
で

中
央
公
民
館
　
１
階
　
茶
室
・
和
室

吉
井
宗
康
さ
ん(

上
牧
町
文
化
協
会
講
師)

各
回
10
名(

申
込
順
）

小
学
３
年
生
か
ら
６
年
生
　

２
月
２
日(

火)

か
ら
10
日(

水)

ま

　
で
の
平
日
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

　
時
ま
で
に
社
会
教
育
課
ま
で
お
申
し
込

　
み
く
だ
さ
い
。（
電
話
受
付
可
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況

　
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

社
会
教
育
課

　
☎
役
場
内
線
２
５
５
・
２
５
６
番

　
親
子
で
工
作
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

　
今
回
は
偏
光
板
を
使
っ
て
万
華
鏡
作
り

と
Ｃ
Ｄ
を
使
っ
て
よ
く
回
る
コ
マ
を
作
り

ま
す
。

「
お
茶
を
一
服
い
か
が
で
す
か
」

　
　
　
ー
子
ど
も
体
験
学
習
ー

「
科
学
実
験
と
お
も
ち
ゃ
作
り
」

　
　
　
ー
子
ど
も
体
験
学
習
ー

２
月
13
日(

土)

午
前
10
時
か
ら
11
時

　
30
分
ま
で

２
０
０
０
年
会
館  

２
階  

多
目
的
室

奥
田
俊
詞
さ
ん(

畿
央
大
学
教
育
学
部

　
教
授)

 

10
組(

申
込
順)

未
就
学
児
か
ら
小
学
４
年
生

※
保
護
者
同
伴
で
お
願
い
し
ま
す
。
　

２
月
２
日(

火)

か
ら
５
日(

金)

ま

　
で
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
ま

　
で
に
社
会
教
育
課
ま
で
お
申
し
込
み
く

　
だ
さ
い
。（
電
話
受
付
可
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況

　
に
よ
り
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

社
会
教
育
課

　
☎
役
場
内
線
２
５
５
・
２
５
６
番

　
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
を
広
く
振
興
す
る

と
と
も
に
、
県
民
の
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ

に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
障
が
い
者
の
社

会
参
加
の
促
進
と
障
が
い
者
福
祉
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ

れ
ま
す
。

◎
４
月
10
日(

土)

サ
ッ
カ
ー

◎
４
月
11
日(

日)

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、

　
フ
ッ
ト
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル

◎
４
月
18
日(

日)

卓
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

T
O
P
IX

◎
５
月
８
日(

土)

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

◎
５
月
９
日(

日)

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

◎
５
月
16
日(

日)

水
泳

◎
５
月
23
日(

日)

陸
上

◎
出
場
資
格
　
県
内
在
住
の
満
13
歳
以
上

　(

２
０
２
１
年
４
月
１
日
基
準)

で
、
身
体

　
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
の
交
付
を
受

　
け
て
い
る
か
た
又
は
対
象
に
準
ず
る
障

　
が
い
の
あ
る
か
た

※
施
設
入
所
、
学
校
通
学
者
は
県
内
に
居

　
住
で
あ
れ
ば
住
民
票
が
県
外
で
も
可
。

※
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

　
受
け
て
い
る
か
た
又
は
そ
の
取
得
に
準

　
ず
る
障
が
い
の
あ
る
か
た
は
、
個
人
種

　
目
卓
球
競
技
・
団
体
種
目
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

　
競
技
の
み
出
場
可
。

※
令
和
３
年
度
の
大
会
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

　
イ
ル
ス
感
染
予
防
と
し
て
出
場
制
限
を

　
設
け
て
い
ま
す
。ま
た
、各
競
技
に
よ
り
、

　
会
場
、
チ
ー
ム
人
数
な
ど
要
項
が
異
な

　
り
ま
す
。
詳
細
は
福
祉
課
へ
お
問
い
合

　
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 
２
月
26
日(

金)

ま
で
に
福
祉
課
へ
お

　
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
主
催
　
奈
良
県
・
奈
良
県
障
害
者
ス

　
ポ
ー
ツ
協
会

福
祉
課
　
☎
43
―
５
０
３
１

　
奈
良
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
　

　
奈
良
県
磯
城
郡
田
原
本
町
宮
森
34
―
４

　
☎
０
７
４
４
―
33
―
３
３
９
３

第
21
回
　
奈
良
県
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催
に
つ
い
て

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
４
４
―
33
―
１
１
９
９
　

　（
休
館
日
：
月
曜
日
午
後
・
火
曜
日
）

　
第
４
回
上
牧
町
第
８
期
介
護
保
険
事
業

計
画
策
定
委
員
会
を
開
催
し
ま
す
。

２
月
10
日(

水)

午
後
１
時
30
分
か
ら

２
０
０
０
年
会
館
　
集
団
検
診
室

　
先
着
10
名

※
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
か
た
は
、
会
議
の

　
開
催
時
刻
の
10
分
前
ま
で
に
会
場
に
お

　
越
し
く
だ
さ
い
。

生
き
活
き
対
策
課
　
介
護
保
険
係

　
☎
79
―
２
０
２
０

　
２
月
８
日(

月)

、
22
日(

月)

開
催

予
定
の
「
お
れ
ん
ぢ
カ
フ
ェ
」
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
理
解
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー(

２
０
０
０

　
年
会
館
内)

☎
79
―
２
０
２
０

第
４
回
　
上
牧
町
第
８
期
介
護
保
険

事
業
計
画
策
定
委
員
会
の
開
催

〝
お
れ
ん
ぢ
カ
フ
ェ
〞

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ
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レシピ　栄養教諭　鍵谷千加さん・学校栄養職員　岡上沙耶さん

Oyako de MARCHE
No,24

親子でマルシェ

上牧町けんしんGO! ポイント事業
健康寿命の延伸の実現を目指し、健康づくりへの関心を高め健康的な生活習慣の
定着を推進するため「けんしんGO！ポイント事業」を実施しています。

実施期間　５月～翌年２月末日
ポイント獲得内容

(1) 特定健康診査を受診⇒２ポイント
(2) 胃・大腸・肺・子宮・乳がん検診を受診⇒各１ポイント
(3) 肝炎ウイルス、歯周病検診を受診⇒各１ポイント
　  生活保護世帯のかたで健康診査を受診⇒１ポイント
※ (1) ～ (3) の内、３ポイント以上貯めた場合、素敵な景品と交換します。 
※ポイントを貯めるのは年度内１人１回で個人単位とします。
　世帯合算は不可です。
　注）人間ドック・脳ドックは本事業のポイント対象外です。

(ポイントカード発行 )
保険年金課
生き活き対策課
集団健 (検 ) 診会場

( 集団で受診 )
２０００年会館で実
施する集団健 ( 検 )
診会場

( 個別で受診 )
保険年金課又は生き活き
対策課へ、町の個別健診
を受けたことがわかる受
診結果又は領収書を持参

(スタンプ押印方法 ) ( 景品交換 )
３ポイント貯まると
景品と交換します。
ポイントカード持参
のうえ、下記窓口で
申請してください。

問合先：保険年金課　☎役場内線１７１番・生き活き対策課　☎７９－２０２０

(表面 )

( 裏面 )

締切間
近 !!

忘れず
に

申請し
てね！

⬇ ⬇
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一般不妊治療・不育治療費用の助成
　　　　　　

　令和 2年度中 (令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 ) の治療分の申請は

　　　令和3年3月31日 (水 ) まで 

　不妊・不育に悩む夫婦の経済的・精神的な負担の軽減を図るために、
一般不妊治療または不育治療を受けている夫婦に対して、費用の一部を
助成しています。
　令和 2年度に治療を受けられたかたは、令和 3年３月３１日 (水 ) までに
必ず申請してください。
※治療を受ける日が申請期日の間際になり、期限内の申請が難しい場合は、
あらかじめ生き活き対策課へご連絡ください。

《対象者》
以下の要件をすべて満たすかた (年齢制限なし )
 ・戸籍法による婚姻の届出をしていること。
 ・夫婦の両方又はいずれか一方が上牧町に
　1年以上住民登録があること。
 ・健康保険に加入している夫婦であること。
 ・夫婦の前年度の合計所得金額が７３０万円
　未満であること。
 ・夫婦のいずれもが町税を滞納していないこと。

《対象となる治療》
①不妊治療については、不妊検査・一般不妊治療
②不育治療

《助成金の交付》
保険適応分又は保険外診療の自己負担額の範囲内から、
①不妊治療：上限　７万円
②不育治療：上限１０万円
※ただし、高額療養費で補てんされた費用は除きます。
　治療に関するものだけとし、入院費用や食費
　などは対象外です。

《助成期間》
1年間に 1回の適用とし、初回の申請から
5年間は助成を受けることができます。

《申請方法》
事前に生き活き対策課にご連絡ください。申請に必要な書類についてご説明します。
ホームページからも申請用紙の一部がダウンロードできます。
申請・問合先　生き活き対策課　☎７９－２０２０

★
中
央
公
民
館
　

 ◎
２
月
19
日(

金)

ま
で

☆
西
大
和
水
彩
画
ク
ラ
ブ(

パ
ネ
ル
展
示)

◎
３
月
12
日(

金)

ま
で

☆
手
毬
会(

陳
列
ケ
ー
ス)

◎
２
月
19
日(

金)

か
ら
３
月
26
日(

金)

　
ま
で

☆
水
墨
画
　
遊
楽
会(

パ
ネ
ル
展
示)

★
役
　
場

 ◎
２
月
５
日(

金)

ま
で

☆
絵
画
ク
ラ
ブ
　
ア
ト
リ
エ
28

◎
２
月
８
日(

月)

か
ら
３
月
26
日(

金)

　
ま
で

☆
書
道
ク
ラ
ブ
　
遊
墨
会

中
央
公
民
館
　
☎
76
―
３
６
１
０

文
化
協
会
作
品
発
表
会

申請
お忘れ

なく‼
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  確定申告相談と受付
●今年度から役場職員による確定申告相談の受付日数及び受付人数が変更になりますので
ご注意ください。　※ (２) に詳細がありますので、ご確認ください。
【ご注意】①～⑤を必ずお読みください。

①役場職員による確定申告の相談・受付は、給与所得 (年末調整未済）、公的年金などの雑所得、　
医療費控除、住宅借入金等特別控除などの簡易申告に限ります。
　なお、内容によっては税務署で申告を行っていただくことになりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
◎事業所得、不動産所得、配当所得、不動産・株式などを売却したときの譲渡所得 (分離課税・
第三表使用）、損失申告 (第四表使用）、消費税に係る申告などは受け付けておりませんので、
最寄りの税務署で申告を行ってください。

②地区相談会では、税理士・税務署員が申告を受け付けます。営業、農業、不動産所得など（決算書、
収支内訳書などを必要とする申告 )はこの会場で申告をお願いします。前年の金額が必要な場合も
ありますので、前年の申告書の控えをお持ちください。
　また、この会場でも土地・建物・株式などの譲渡所得、贈与税、相続税の申告は受け付けてお
りません。

③申告には必ず印鑑、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類、源泉徴収票、控除証明書 (生命
保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民年金保険料）、社会保険料 ( 国民健康保険税 ( 料）、
任意継続保険料の領収書 ) などをお持ちください。（還付請求の場合は、口座番号のわかるものを
お持ちください）
　また、前年以前に電子申告をされたかたで、利用者識別番号を取得されたかたは、番号のわか
るものをお持ちください。
※医療費控除を受けられるかたは、医療費控除の明細書 (所定様式があります )の添付が必要にな
りますので、あらかじめ計算していただき、お持ちください。

④本人控えに収受印が必要なかたは、税理士・税務署員の受付会場や税務署で申告してください。

⑤所得税の確定申告をされますと、町県民税の申告は必要ありません。ただし、上場株式などに
係る配当所得などについて、住民税では申告不要と選択される場合は、その旨の申告が必要にな
ります。また、所得税の確定申告をされないかたで国民健康保険に加入されているかたは、課税・
給付などの際に正しく計算するために所得の有無にかかわらず、町県民税の申告が必要です。
※公的年金所得のみのかたは、原則として町県民税の申告は必要ありません。ただし、下記の確定申告
不要制度により所得税の確定申告をされないかたで、公的年金等源泉徴収票に記載されている控
除 (社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など )以外の各種控除の適用を町県民税にて受けよう
とするかたは、町県民税の申告が必要です。

  《年金所得者に係る確定申告不要制度について》
下記のいずれにも該当する場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
①公的年金などの収入金額が４００万円以下
②公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下
　ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要です。

<問合先>　税務課　☎役場内線１２３・１４７・１５２番

令和２年分の所得税の申告及び納税は、
２月１６日 ( 火 ) から３月１５日 ( 月 ) まで
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　◎会場での感染症対策にご協力ください。
　・会場内の入場者数を調整するほか、早めに相談受付を終了する場合があります。
　・ご来場される際は、マスクの着用をお願いします。
　・咳や発熱などの症状のあるかたや体調のすぐれないかたは、入場をお断りします。
　・会場内に筆記用具等は用意しておりませんので、ボールペンや計算器具をご持参ください。
　　（※ (１) の会場のみ）

　★相談会場におきましては、定期的に換気を行うため、気温の変動がありますので、服装については
　ご留意ください。
　　お願いすることが多く申し訳ございませんが、感染防止のため、ご協力をよろしくお願いします。

　※各会場とも譲渡所得 (土地建物・株式など )、贈与税、相続税の相談は行っていません。
　※開設時間は上記のとおりですが、混雑の状況により早めに受付を終了させていただく場合が
　あります。

　　　　　  < 問合先> (1) に関しては、葛城税務署 個人課税部門 　☎２２- ２７２１
　　　　　　　　　　　(2) に関しては、税務課　 ☎役場内線 １２３・１４７・１５２番

(１) 地区相談会 (税理士による申告書の書き方などの相談 )
ところ と　き 備　考

上牧町保健福祉センター
「２０００年会館」
(２階 多目的室 )

上牧町大字上牧３２４５-１

２月８日 (月 ) ～１２日 (金 )
※ 11日 ( 木 ) は除く

午前９時３０分～午後４時
(相談受付締切時間 午後３時 )

税理士・税務署員
による受付

　※会場では、電話による問い合わせはお受けしていません。
　※ご来場の際には、令和元年分の申告書控え、利用者識別番号等の通知 (お持ちのかた )をお持ちください。
　※入場整理券の配布については、正面玄関前にて８時頃からの配布を予定しています。
　　(施設の開館は８時からになりますのでご注意ください )

( ２) 住民のみなさん対象の簡易申告相談・受付 (パソコンで申告書作成・申告用紙不要 )

ところ と　き 備　考

上牧町役場
(地下大会議室 )

上牧町大字上牧３３５０番地

３月３日 (水 ) ～９日 ( 火 )
※土・日は除く
午前９時～正午
午後１時～４時

役場職員による
相談・受付

　※今年度から「役場職員による確定申告相談日数 (３日間→５日間 )」及び「1日あたりの受付人数
　(午前 50名・午後 50名→午前 25名・午後 25名 )」に変更があります。
　※受付開始時間は午前８時３０分からとなります。それより前にお越しいただいても、受付名簿へ
　の記入はできません。例年は、初日が大変混雑していますので、できるだけ分散してのご来場をお
　願いします。
　　また、当日の受付番号によりご案内できる時間の目安を受付時にお知らせしますので、申告会場
　付近での長時間にわたっての待ち合いは可能な限りお控えいただきますようご協力をお願いします。
　(※受付は役場地下大会議室で行います )
　※ご自身で作成された確定申告書の提出のみの場合、役場 1階 税務課 ( ④番 ) 窓口にご提出ください。
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★パソコン・スマートフォンで確定申告書を作成・送信！！
　所得税・消費税・贈与税の申告は、e-Tax をご利用ください。
　感染リスクが心配される混みあった申告会場に行かなくても、国税庁ＨＰ「確定申告書等作成コーナー」    
から申告書が作成・送信できます。感染リスク軽減の観点からも、是非、ご利用願います。
　スマートフォンで申告書の送信を行う場合、以下の①又は②が必要となります。
　①マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォン
　②「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載された ID・パスワード
　「ID・パスワード」の取得を希望されるかたは、申告されるご本人が顔写真の付いた
本人確認書類をお持ちのうえ、税務署にお越しください。

★葛城税務署内の申告書作成会場について
　葛城税務署の申告書作成会場の開設期間は、２月 16日 ( 火 ) から３月 15日 ( 月 ) までです（土日祝
日を除く）。相談受付は午後４時まで行っていますが、混雑状況によっては会場内の入場者数を調整する
ほか、早めに相談受付を終了する場合があります。
　なお、会場内の混雑緩和のため、申告書作成会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券は会場で当日配布しますが、ＬＩＮＥを通じたオンライン事前発行も可能ですので、国税庁
ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。
・葛城税務署内の駐車場は使用できません。臨時駐車場はございますが、台数に限りがありますので、
自動車での来署はご遠慮ください。
・申告書作成会場で申告される場合は、令和元年分の申告書の控え、利用者識別番号等の通知 (お持ちの
かた )をご持参ください。

★社会保障・税番号制度（マイナンバー）の申告書への記載について
　税務署へ申告書などを提出する際は、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添
付が必要です。e-Tax で送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。
　（本人確認書類の例：例１　マイナンバーカード、　例２　通知カード＋運転免許証、　公的医療保険の
被保険者証など）
※「通知カード」は、カードに記載された名前、住所などが住民票に記載されている内容と一致してい
る場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

★申告・納税の期限について　
　令和２年分の申告と納税の期限は、所得税及び復興特別所得税・贈与税は３月 15日 ( 月 ) まで、
　消費税及び地方消費税 (個人事業者 )は、３月 31日 ( 水 ) までです。
　振替納付日は、所得税及び復興特別所得税は４月 19日 ( 月 ) まで、
　消費税及び地方消費税 (個人事業者 )は４月 23日 ( 金 ) までです。
※贈与税に振替納税制度はありません。
※振替納税をご利用でないかたは、ＱＲコードを利用したコンビニ納付、金融機関での納付などで納期
限までに納付してください。

★閉庁日対応について
　２月 21日 ( 日 ) と２月 28日 ( 日 ) に限り、奈良税務署で、奈良・葛城税務署合同の申告書作成会場
を午前９時から午後５時まで開設します。
(注 )  １　上記両日は、葛城税務署では会場を設けておりません。
　　　２　会場専用の駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
　　　３　相談受付は午後４時までとなりますが、申告会場の混雑状況により、早めに相談受付を終了
　　　　　する場合がありますのでご了承ください。

葛城税務署からのお知らせ 葛城税務署　☎２２－２７２１

スマホはこちらから！
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　　原付バイクや軽自動車などは毎年４月１日に所有しているかたに課税されます。
　　以下に該当するかたは３月 31日までに手続きをしてください。

　　★使用していない車があり、その車の廃車手続きがお済みでないかた
　　★他者に車を譲り、その車の名義変更をされていないかた
　　★町外に転出し、住所変更をされていないかた

　　◎原付バイク　　　　　　　　税務課　☎役場内線１５２番
　　◎ 125cc を超えるバイク　 　奈良運輸支局　☎０５０ー５５４０ー２０６３
　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山市額田部北町９８１番地の２  
　　◎軽自動車　　　　　　　　　軽自動車検査協会奈良事務所　☎０５０ー３８１６ー１８４５
　　　　　　　　　　　　　　　　大和郡山市額田部北町９８１番地の３   

バイクなどの廃車は３月末までに手続きを！

Ｑ１：原付バイクを４月５日に廃車しましたが、５月になって納税通知書が送られてきました。
　　  税金はかかるのでしょうか。

Ａ１：軽自動車税については、毎年４月１日現在所有しているかたに課税されます。
　　４月２日以降に廃車の手続きをした場合には、自動車税のように月割制度がないため、
　　その年度の税金は減額または還付されませんので、ご注意ください。

Ｑ２：４月 10日に友人にバイクを譲りましたが、５月になって自分に納税通知書が送られ
　　てきました。バイクは既に自分の手元にないのに税金を納める必要があるのですか。

Ａ２：軽自動車税については、毎年４月１日現在所有しているかたに課税されます。そのため、
　　今年度はあなたに課税され、翌年度からは友人に課税されることになります。なお、名義
　　変更の手続きをしないと、来年度もあなたに課税されることになりますので、必ず手続き
　　を済ませてください。

Ｑ３ ：軽自動車を所有していますが、車検が切れて乗っていませんが税金はかかるのでしょうか。

Ａ３：軽自動車税は車検の有無に関わらず、４月１日現在の登録状況により課税されますので、
　　乗らないのであれば速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをしないと毎年度課
　　税され、納税義務が生じることになります。

《
よ
く
あ
る
質
問
》

《
問
合
先
》

　
２
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犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です
犬の飼い主には、

(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年 1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

が法律により義務付けられています。

飼い犬の登録は済んでいますか？
　飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこで犬が飼育され
ているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応す
ることができます。
　生後９１日以上で登録手続きがまだ済んでいない犬の飼い主のかたは、登録手続きをしていただ
く必要があります。登録は 1頭の犬につき、生涯 1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の
市区町村窓口への届出が必要です。

毎年狂犬病予防注射を受けさせていますか？
　狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射す
ることで感染は防げなくても発症を予防することができます。
　このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもち
ろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。
　予防注射は、１年に１回受けて、免疫を補強させましょう。

飼い犬に犬の鑑札と注射済票はつけていますか？
　犬の登録や狂犬病予防注射の手続きはお住まいの市区町村で行っています。
手続きをすると、犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた
際には「注射済票」が交付されます。この鑑札と注射済票は、登録された犬
もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、
飼い犬に必ずつけておかなければなりません。鑑札には登録番号が記載されてい
ます。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の
元に戻すことができます。

《問合先》生活環境課　☎役場内線１８０番

生活環境課からのお知らせ

注射済票

鑑札

　
こ
の
た
び
、
犬
の
登
録
事
務
に
係
る
未

登
録
リ
ス
ト
の
整
理
に
伴
い
、
一
部
事
務

処
理
上
の
不
手
際
に
よ
り
、
犬
の
飼
い
主

様
に
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
こ

と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
は
、
事
務
の
正
確
性
を
よ
り
向
上

さ
せ
、
住
民
の
皆
様
の
ご
期
待
に
沿
え
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

生
活
環
境
課  

☎
役
場
内
線
１
８
０
番

犬
の
登
録
事
務
に
係
る
お
詫
び

 法務省があなたの大切な遺言書を守ります
 　
　自身の財産を家族に確実に託す方法の一つとして、自身で
作成する自筆証書遺言に係る遺言書を検討されるに当たり、
本制度をぜひご活用ください。
《問合先》
・制度について　
　http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/
・申請手続の事前予約 ( 24 時間 365日可 )
   http://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
・法務局 (遺言書保管所 )
   奈良地方法務局葛城支局　☎ 0745 - 52 - 4941( 音声案内５番 )

奈良地方法務局

法務局　手続案内予約
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場
合
は
、
回
復
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡
お
願
い
し

ま
す
。

一
般
財
団
法
人
７
０
０
㎒
利
用
推
進
協
会

　
テ
レ
ビ
受
信
障
害
対
策
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
１
２
０
ー
７
０
０
ー
０
１
２

　
☎
０
５
０
ー
３
７
８
６
ー
０
７
０
０

　（
Ｉ
Ｐ
電
話)

　
＊
受
付
時
間
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
10
時

　
上
牧
町
で
は
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
12

年
度
を
計
画
期
と
す
る
長
寿
命
化
計
画
の

策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
上
牧
町
に
お
い
て
も
予
防
保
全
的
な
維

持
管
理
、
耐
久
性
向
上
に
資
す
る
改
善
な

ど
の
計
画
的
な
実
施
に
よ
り
、
町
営
住
宅

な
ど
の
長
寿
命
化
を
図
り
、
安
心
し
て
住

み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
町
営
住
宅
な
ど

を
目
指
す
た
め
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

２
月
15
日(

月)

か
ら
３
月
10
日(

水)

　
ま
で(

必
着)

こ
の
素
案
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
で

　
き
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

　
る
か
た
と
し
ま
す
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

②
町
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る

　
か
た

③
町
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す

　
る
か
た(
通
学
の
か
た
も
含
み
ま
す
）

◎
資
料
の
公
表

　「
上
牧
町
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画（
素

　
案
）」、「
意
見
提
出
様
式
」
を
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、生
活
環
境
課
、

　
役
場
総
合
案
内
窓
口
、２
０
０
０
年
会
館
、

　
片
岡
台
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
図
書
館

　
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
意
見
な
ど
の
提
出
方
法

　
住
所
、
名
前
、
連
絡
先
を
記
入
の
う
え
、

　
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
生
活
環
境
課

　
へ
直
接
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。
所
定
の
様
式
に
よ
る

　
ほ
か
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
任
意

　
の
様
式
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◎
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い

　
提
出
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
は
、
個
別

　
の
対
応
は
し
ま
せ
ん
が
、
個
人
情
報
を

　
除
い
て
公
表
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

生
活
環
境
課  

☎
役
場
内
線
１
４
５
番

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
76
―
１
０
０
２

　
〒
６
３
９
―
０
２
９
３

　
奈
良
県
北
葛
城
郡
上
牧
町
大
字
上
牧
　

　
３
３
５
０
番
地

　kankyo@
tow
n.kanm

aki.lg.jp

　
上
牧
町
で
は
、
上
牧
町
地
域
福
祉
計
画

に
基
づ
き
、
地
域
共
生
社
会
の
実
現
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
現
計
画
が
令
和
２
年

度
で
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
令
和
３
年
度

か
ら
令
和
７
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す

る
「
上
牧
町
地
域
福
祉
計
画
及
び
地
域
福

祉
活
動
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。
人
と
人

と
が
手
を
取
り
合
い
、
支
え
合
い
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
を
実
現
す
る
た
め
、
み

な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

２
月
８
日(

月)

か
ら
２
月
22
日(

月)

　
ま
で(
必
着)

こ
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
で
き

　
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
か
た
と
し
ま
す
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

②
町
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る

　
か
た

③
町
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す

　
る
か
た(

通
学
の
か
た
も
含
み
ま
す
）

◎
資
料
の
公
表

　「
上
牧
町
地
域
福
祉
計
画
及
び
地
域
福

　
祉
活
動
計
画
（
素
案
）」、「
意
見
提
出

　
様
式
」
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る

　
ほ
か
、
福
祉
課
、
役
場
総
合
案
内
窓
口
、

　
片
岡
台
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
図
書

　
館
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
意
見
な
ど
の
提
出
方
法

　
住
所
、
名
前
、
連
絡
先
を
記
入
の
う
え
、

　
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
福
祉
課
へ

　
直
接
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。
所
定
の
様
式
に
よ
る

　
ほ
か
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
任

　
意
の
様
式
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◎
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い

　
提
出
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
は
、
個
別

　
の
対
応
は
し
ま
せ
ん
が
、
個
人
情
報
を

　
除
い
て
公
表
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課
　
☎
43
―
５
０
３
１

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
76
ー 

１
１
９
６

　
〒
６
３
９
―
０
２
１
４

　
奈
良
県
北
葛
城
郡
上
牧
町
大
字
上
牧
　

　
３
２
４
５
の
１

　fukusi@
tow
n.kanm

aki.lg.jp

「
上
牧
町
営
住
宅
等
長
寿
命
化
計
画(

素
案)

」

に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

(

意
見
募
集)

を
実
施
し
ま
す

「
上
牧
町
地
域
福
祉
計
画
及
び
地

域
福
祉
活
動
計
画(

素
案)

」
に

対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

(

意
見
募
集)

を
実
施
し
ま
す

テ
レ
ビ
視
聴
に
関
す
る

重
要
な
お
知
ら
せ
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上
牧
町
で
は
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

や
障
が
い
児
通
所
支
援
等
の
提
供
体
制
を

確
保
す
る
た
め
に
、国
の
指
針
に
基
づ
き
、

種
類
ご
と
の
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
見
込
量
や

数
値
目
標
、
確
保
の
た
め
の
方
策
等
を
定

め
る「
上
牧
町
第
６
期
障
が
い
福
祉
計
画
」

の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
誰
も
が
お
互

い
に
支
え
合
う
地
域
共
生
社
会
の
実
現
を

目
指
す
た
め
、
み
な
さ
ん
か
ら
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

２
月
15
日(

月)

か
ら
３
月
１
日(

月)

　
ま
で(

必
着)

こ
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
で
き

　
る
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
か
た
と
し
ま
す
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
か
た

②
町
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る

　
か
た

③
町
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す

　
る
か
た(

通
学
の
か
た
も
含
み
ま
す
）

◎
資
料
の
公
表

　「
上
牧
町
第
６
期
障
が
い
福
祉
計
画（
素

　
案
）」、「
意
見
提
出
様
式
」
を
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
福
祉
課
、

　
役
場
総
合
案
内
窓
口
、片
岡
台
出
張
所
、

　
中
央
公
民
館
、
図
書
館
で
閲
覧
す
る
こ

T
O
P
IX

「
上
牧
町
第
６
期
障
が
い
福
祉
計
画

（
素
案
）」
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト(

意
見
募
集)

を
実
施

し
ま
す

　
と
が
で
き
ま
す
。

◎
意
見
な
ど
の
提
出
方
法

　
住
所
、
名
前
、
連
絡
先
を
記
入
の
う
え
、

　
郵
便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
福
祉
課

　
へ
直
接
持
参
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

　
出
し
て
く
だ
さ
い
。
所
定
の
様
式
に
よ
る

　
ほ
か
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
任

　
意
の
様
式
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◎
提
出
さ
れ
た
意
見
の
取
り
扱
い

　
提
出
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
は
、
個
別

　
の
対
応
は
し
ま
せ
ん
が
、
個
人
情
報
を

　
除
い
て
公
表
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課
　
☎
43
―
５
０
３
１

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
76
ー 

１
１
９
６

　
〒
６
３
９
―
０
２
１
４

　
奈
良
県
北
葛
城
郡
上
牧
町
大
字
上
牧
　

　
３
２
４
５
の
１

　fukusi@
tow
n.kanm

aki.lg.jp

　
経
験
不
問
！
舞
台
に
立
っ
て
み
た
い
！

お
し
ば
い
、
歌
、
ダ
ン
ス
、
何
か
ひ
と
つ

で
も
好
き
な
か
た
！

　
ま
ず
は
劇
団
の
ベ
テ
ラ
ン
講
師
に
よ
る

レ
ッ
ス
ン
を
見
学
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　
11
月
３
日
の
ペ
ガ
サ
ス
フ
ェ
ス
タ

２
０
２
１
で
ペ
ガ
サ
ス
ホ
ー
ル
に
て
公
演

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
一
緒
に
参
加
し
て

劇
団
ペ
ガ
サ
ス
団
員
募
集

み
ま
せ
ん
か
？

２
月
13
日(

土)

午
前
10
時
か
ら
正
午

　
２
月
27
日(

土)

午
後
２
時
か
ら
４
時

　
３
月
21
日(

日)

午
後
２
時
か
ら
４
時

ペ
ガ
サ
ス
ホ
ー
ル
　
小
ホ
ー
ル

小
学
生
以
上

※
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
。

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
見
学

　
日
時
に
ペ
ガ
サ
ス
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル
へ

　
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
見
学
を
希
望
す
る
か
た
は
、
マ
ス
ク
の

　
着
用
・
当
日
、
自
宅
で
の
検
温
・
発
熱

　
や
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
の
参
加
の

　
見
合
わ
せ
な
ど
、
感
染
防
止
に
ご
協
力

　
を
お
願
い
し
ま
す
。

美
影
ひ
と
み
さ
ん(

Ｏ
Ｓ
Ｋ
日
本
歌
劇

　
団
出
身
　
男
役
と
し
て
作
品
に
出
演
　

　
退
団
後
タ
レ
ン
ト
ス
ク
ー
ル
、
近
鉄
文

　
化
サ
ロ
ン
講
師
、
振
付
師
、
劇
団
ペ
ガ

　
サ
ス
講
師
、「
京
都
南
座
」「
大
丸
心
斎

　
橋
劇
場
」「
梅
田
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ス
」「
茨

　
木
グ
リ
ル
」
な
ど
で
歌
の
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
に

　
も
出
演
中

ペ
ガ
サ
ス
ホ
ー
ル
事
務
所
　

　
☎
78
―
９
９
０
０
　

　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

　（
月
曜
休
館
日
・
月
曜
祝
日
の
時
は
火

　
曜
休
館
日
）　

広告 広告
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イ
ド

＊乳幼児健康診査：２０００年会館　集団検診室＊
と　き 受付時間 対象者

１歳８か月児健康診査
２月 17日 ( 水）

午後
個別通知します 平成 31年５月・６月生まれ

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、時間を調整し、個別通知します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日時が変更になる可能性がありますので、ご了承ください。

＊乳幼児相談：２０００年会館　集団検診室＊
と　き 受付時間 対象者 内容など

☆【要予約】
乳幼児相談

２月９日 (火）

9：30～11：30

乳幼児 (0 歳
～就学前まで
のお子さん )
と保護者

【内容】身体計測・育児・離乳食・栄養相談
【持参品】母子健康手帳、バスタオル
お子さんと保護者のかたの体温測定・マスク着
用 ( ２歳未満のお子さんのマスク着用は推奨さ
れていません )のうえ、お越しください。２月 26日 ( 金）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ささゆりルームでの乳幼児相談は中止させていただきます。

＊相談事業：２０００年会館＊
と　き 受付時間 内容など

☆【要予約】
成人健康相談 ２月 16日 ( 火） ①  ９：00～ 11：30

② 13：30～ 16：00
糖尿病・高血圧・高脂血症・禁煙・生活習慣を改善し
たいなど、何でもお気軽にご相談ください。

☆【要予約】
認知症相談 ２月 24日 ( 水） 13：30～ 15：30 電話か窓口でお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、内容が変更になる場合があります。ご了承ください。

＊離乳食教室：２０００年会館　調理実習室＊
と　き 受付時間 対象者 内容など

☆【要予約】
離乳食教室
参加費無料

２月９日 (火） 10：30～11：00
３～５か月の
乳児の
保護者

栄養士が離乳食開始から初期についての説明を
します。初期離乳食の展示。
【持参品】母子健康手帳

２０００年会館　プレイルーム利用について

★問合先：生き活き対策課　☎ 79-2020　ところ：２０００年会館★

平日　午前９時から午後４時 45分まで
( 正午から午後１時は消毒・換気のため利用できません )
　利用人数制限 (10 名以内 ) を設けています。

あっ、撮られちゃった‼
(３か月児健康診査 )

ちょっと　緊張しています
(１０か月児健康診査 )
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スマートフォンなどで手軽に閲覧できます

広報紙無料配信アプリ
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25

図書館通信
新刊
紹介

L i b r a r y  c o mm u n i c a t i o n

26歳の繁太郎は人に気を遣うことができ
ない、仕事で失敗をくり返しても全く気に
かけないマイペースな性格で周囲からは
疎まれていましたが、陶芸家の祖父だけ
は、繁太郎の陶芸の才能を見いだしてい
て、陶芸に興味を持たせるために奔走。破
天荒な祖父と愛すべき人々との交流をユ
ーモラスに描いたラブソディー。

滞在時間60分程度、図書の貸出・返却、閲覧再開しました。 78-9903

　1月12日、久しぶりに雪らしい雪を見たような気が

します。毎年、天気予報の雪マークにドキドキはします

が、結局のところ降らない…なんてザラにありますか

らね。昼頃には雨に変わり、束の間の雪化粧でしたが、子どもたちは嬉しかったので

は？　雪となる条件として、気温が地上で約３℃以下、上空 1,500ｍ付近で－６℃以

下、そのような気温の時に雪になるそうです。湿度や風向きなどにも関係はしますが、

雪になる気温の目安として、「３℃」ということを覚えておくといいかもしれませんね。

編集後記

M のつぶやき

7日(火)・21日(火） 午前10時30分～
11日(土）・25日(土） 午後2時～

壺の中にはなにもない
●戌井昭人著／NHK出版

本書では、ストレスの軽減に効果
があり、会話の妙を楽しむことで
脳の活性化を促し、声に出して読
むことで誤嚥防止にもつながる。
「落語がからだに良い」の根拠を
示しつつ、くわしく解説していま
す。厩家事、芝浜などおなじみの
落語10席も同時収録。

ストレス軽減に効く落語
●小島豊美編／日外アソシエーツ

年をとってきりかぶになったきり
じいちゃんときりばあちゃん。二
人でお話をしたいけれど、離れ
た場所にいるので、耳が遠くて
言葉がよく聞き取れません。そ
こでリスの子どもが伝言役を引
き受けます。おもいやりあふれ
るハートウォーミングな絵本で
す。（児童書）

きりかぶの
きりじいちゃんと
きりばあちゃん
●なかやみわ著／小学館

小さなハリネズミのハリーが
冬眠前に農場を歩いていると、
動物たちが素晴らしい雪景色
の話をしています。話を聞いて
ハリーは雪が見たいと強く願
います。この絵本は冬眠せずに
起き続け雪を見ようとしてい
るハリーと心やさしい少女リサ
の物語です。（児童書）

ふゆごもりのまえに
●ジャン・ブレッド著／福音館書店

昔から園芸の世界で欠
かせないものとして重
宝されてきた苔。本書で
は、苔についての基礎知
識、苔玉・苔盆栽・苔テラ
リウムなどの作品紹介や
苔の手入れ方法につい
て解説します。

1 2

3 4

２月のお話会ピーターパン

図書館カレンダー
休館日のお知らせ

上牧町ホームページ・図書館ページ
から蔵書検索ができます。

※本、ＡＶ資料は期限内に返却しましょう。

※毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
毎月末日（休館日にあたる時はその翌日も休館）
※日程につきましては諸般の事情により変更に
なる場合があります

一番くわしい
苔の教科書
●石井明一監修／

スタジオタッククリエイティブ

8
（月）

15
（月）

22
（月）

28
（日）

2/2 1//
（月）
11
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため
休みとさせていただきます



262021（令和３）年 2月号

新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法にご注意！

　消費者の自宅へ電話をかけて「コロナで困っている」などと言い、
嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口が流行っています。被害の
未然防止のために相談事例を紹介します。

　業者から「２５年前に当地に旅行をした際に魚介類を購入された名簿があり、コロナ禍で地元の
観光客が減少して困っているので魚介類を買ってください」と電話があった。断ったが「送ります」
と言って電話を切られた。もし届いたらどうすれば良いか。

　過去に購入したことがあると言う業者から電話があり、同情して
１５，０００円の魚介類セットを注文したが、購入したことのない
業者だとわかった。支払いは代引きだ。注文をキャンセルしたいが、
業者名しかわからず連絡できない。どうすればよいか。

【事例 1】

【事例２】
　以前に土産として魚介類を購入したことがある他県の業者から、助けてほしいと電話で言われ
２０，０００円の魚介類を購入したが、値段に見合わないような商品が届いた。代金は既に支払済み
だ。クーリング・オフしたいと思って業者に何度電話しても電話に出ない。

　上記相談事例とも、業者からの電話勧誘によって契約しているので、特定商取引法
に定める「電話勧誘販売」に該当します。電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、
特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて、8日間はクーリング・オフ
(無条件解除 )が可能です。連絡先がわからない場合は、荷物が届いてから送り主の
住所や連絡先をメモして、その場で受け取り拒否しましょう。
　事例２の場合や、もし受け取ってしまった場合は、着払いで送り返しましょう。
　なお、クーリング・オフはがきを出すなど、契約解除の連絡を忘れずにしてください。

　「電話勧誘販売」であり「送り付け商法」にも該当します。もし一方的に商品が送り付けられてき
たら、できれば送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、商品を
受け取ってしまっても、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、所定の期間 ( 受け
取った日から１４日間、消費者が商品の引き取りを業者に請求した場合は、その請求の日から7日間)
は商品を保管する必要がありますが、その期間内に業者が商品を引き取らなければ、消費者が自由
に処分してよいことになっています。

おかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断り、消費生活相談窓口に相談しましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国民生活センタ―ホームページから）

【事例 1】・【事例２】について…

【事例３】

【事例３】について…

(消費者へのアドバイス )



上牧町主催（偶数月に開催）
●担　当／弁護士
●と　き／2・4・6・8・10・12月の第１水曜日 午後１時30分～４時30分
●ところ／役場３階　会議室５
●定　員／申込順６名（予約制・随時予約）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／政策調整課　☎役場内線229番
中南和法律相談センター（奇数月に開催）
●担　当／弁護士 (Ｐ12をご覧ください)
●と　き／1・3・5・7・9・11月の第２金曜日 午後１時～４時
●ところ／役場３階　会議室５
●定　員／申込順６名（相談日2週間前から予約受付）
●内　容／各種法律問題全般
●申込・問合先／奈良弁護士会　☎0742-22-2035

●担　当／人権擁護委員
●と　き／毎月第2金曜日　午前9時～12時
●ところ／役場３階　会議室５
●内　容／人権問題全般
●問合先／社会教育課　☎役場内線253番

●担　当／行政相談委員
●と　き／毎月第２金曜日 午前9時～12時
●ところ／役場３階　会議室５
●内　容／役所の仕事について全般
●問合先／政策調整課　☎役場内線261番

●担　当／徴税吏員
●と　き／毎月第２水曜日 午後1時～3時30分
●ところ／役場１階　徴収課
●定　員／申込順５名（相談日１週間前から予約受付）
●内　容／町税と介護保険料、後期医療保険料について
●申込・問合先／徴収課　☎役場内線125番

●担　当／上牧町マリッジサポーター
●と　き／偶数月第３土曜日　午後１時～午後５時
　　　　  奇数月第４木曜日　午後１時～午後５時
●ところ／2000年会館
●内　容／結婚に向けての悩みや相談にお答えする
  結婚相談
  親御さんのみの相談もお受けします。
●定　員／申込み順４名（予約制）
●申込・問合先／こども支援課　☎４３－５０３４

●担　当／消費生活相談員
●と　き／毎週火曜日 午後１時～５時
  毎週木曜日 午前９時～午後１時
 （上記共、祝日は除く）
●ところ／上牧町役場１階相談室
●と　き／毎週月曜日 午後１時～５時
  毎週金曜日 午前９時～午後１時
 （上記共、祝日は除く）
●ところ／河合町役場２階相談室
 （河合町での相談もできます）
●内　容／消費生活問題全般・多重債務問題
●問合先／政策調整課　☎役場内線261番

土・日・祝日に利用できる消費生活相談窓口
公益社団法人　全国消費生活相談員協会　
大阪　日曜日 午前10時～12時　午後1時～4時
　　　　　　 ☎06-6203-7650
公益社団法人  日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
関西分室  土曜日 午前10時～午後4時☎06-4790-8110

●担　当／学校指導主事
●と　き／毎週火曜日 午後１時30分～４時
●相　談／電話による相談
●内　容／教育問題全般
●問合先／教育総務課　 ☎役場内線119番

町の木

世帯数
男　性
女　性

10,126
10,505
11,664

（+19）
（+ 3）
（－ 1）

合　計 22,169（+ 2）

まき 町の花 ゆり

町の動き

地域密着型で効率的な広告

月1回、町内全戸配布の広告で商売繁盛

広報 かんまき

※この見本の大きさは１枠です 高さ55mm×幅82.5mm

上牧町役場政策調整課　　0745-76-1001
●掲載料…1枠 1万円／2枠 2万円

お店の広告は広報紙で
見本

上牧町は非核・平和都市宣言の町です

※（　）は前月比

◆上牧町ホームページ　http://www.town.kanmaki.nara.jp/
◆Eメール　seisaku＠town.kanmaki.lg.jp

年間3枠以上掲載の場合、割引が適用されますので、ご相談ください。

令和２年12月31日現在

●担　当／スクールカウンセラー
●内　容／教育問題全般
●ところ・申込先／①上牧小学校　☎77－2200
●と　き／2月16日(火)12：00～17：00
●ところ・申込先／②上牧中学校　☎76－5479
●と　き／2月10日(水)・24日(水)10：00～17：00
●ところ・申込先／③上牧第二中学校　☎72－3700
●と　き／2月12日(金)・22日(月)11：00～17：00

■広報「かんまき」の広告／広報「かんまき」の紙面に町の財源確保の一環として申し
込み順に有料広告を掲載しています。これらについては町が広告主の利用を特別に推
奨したり、その内容を保証するものではありませんので、ご利用にあたってはご自身の
判断でお願いします。掲載ご希望のかたは、毎月５日までに広告案を持参のうえ、政策
調整課へお申し込みください。 (内容により掲載できない場合もあります）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、相談にお越しの際は、マスクなどの予防対策をしてお越しください。

※初めに相談された相談室で事案終了まで対応させていただ
　くことになります。
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※町内在住又は、在勤のかたのお子さん・お孫さんの笑顔を募集します。就学前のお子さん・お孫さんに限ります。
　（兄弟・姉妹と一緒の場合は除く）お孫さんの掲載にあたっては、ご両親の承諾を得てください。
※応募多数の場合は掲載までに時間がかかりますが、ご了承のほどお願いします。
※個人情報については、当該応募手続きのためのみに使用します。写真・データの返却はいたしません。
問合せ・送付先　〒639-0293　北葛城郡上牧町大字上牧3350番地　上牧町役場　政策調整課　☎0745-76-1001（内線222番）
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わが家のアイドル、広報「かんまき」で町民のみなさんに
お披露目しませんか？お子さんのかわいい瞬間を載せてみませんか?

衣織ちゃん・葵紬ちゃん
(１歳 )　　　　(１歳 )

ありがとう♡
あなたたちに会えて

幸せです

生まれてきてくれて、
ありがとう♡
だいすきだよ♡ 笑顔いっぱいで

ぐんぐん大きく
なぁれ♡

蒼くん
大好き♡

明るく元気に
優しい子に
なってね！

ゆき  の

蒼くん
(１歳 )

雪乃ちゃん
(５歳 )

あおい

千愛ちゃん
(１歳 )

せ   あ

い  おり つむぎ

来珠ちゃん
(２か月 )

くる み

広報 かんまき
2021年

２
月号

No.587

２月１７日は『天使の囁き記念日』です
　「天使の囁き」って何？ と思われたのではないでしょうか？　
　「天使の囁き」とは、日本でも見ることができる、“ある現象”のことだったのです。
　それは何かというと、空気中の水蒸気が凍ってできる「ダイヤモンドダスト」のことで、繊細でと
ても綺麗な「ダイヤモンドダスト」を見て、「天使が囁いているようだ」と表現されたことが由来になっ
ているそうです。とても素敵な表現だと思いませんか‼
　では、なぜ２月 17 日？って思いますよね。それは、1978 ( 昭和 53) 年の２月 17 日に、北海道の
幌
ほろかないちょう

加内町母
も し り

子里にある北海道大学演習林で氷点下 41.2℃が記録され、その記録が、国内最低気温として、
同町の「天使の囁き実行委員会」が 1994( 平成６) 年に制定されたそうです。すごい記録なんですが、
残念ながら気象庁の公式記録にはなりませんでした。
　しかし、氷点下 40℃なんて想像もつきませんよね？　寒いなんてものではないかも？
でも、そんな雪の神秘的な世界、氷点下 41.2℃の厳冬の一夜を体験できるイベント「天使の囁き
を聴く集い」が幌

ほろかないちょう

加内町母
も し り

子里にある「日本最寒の地　母子里クリスタルパーク」で実施されたり、
この日の寒さを記念し作られたモニュメントなどがあり、夜になるとライトアップされるなど、
幻想的な体験をすることができます。
　「ダイヤモンドダスト」は北海道だけじゃなく、様々な場所で見られているようで、キラキラしたス
テキな光景を見ることができたら、ラッキーかもしれませんね‼　　　　　　　(諸説ありです )


